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研究成果の概要（和文）：2000年以降、社会政策研究領域において、何らかの意味で働きづらさを抱えた人々へ
の就労支援を通じた社会的包摂に関心が集まっている。その担い手として期待される組織が、労働統合型社会的
企業である。本研究は、労働統合型社会的企業の成立問題と行動問題に焦点を当てて、複数のデータセットから
研究を行った。
成立問題については、半構造化された状態にあること、ただし支援型／連帯型の二つの類型が確認できること、
行動問題については、それぞれの類型で異なる価値・規範に基づいて働きやすい環境を作り出していることを明
らかにした。政策的含意としては、類型にあった規制政策および、当人への所得保障が必要であることを示し
た。

研究成果の概要（英文）：After 2000, in the field of the social policy study, work integration social
 enterprises have been expected to play roles for the social inclusion to the people who are 
excluded from society. In this study, I have focused on two issues: first, how have such social 
enterprises been institutionalized and second, how these organizations give influences to the people
 excluded from society.
Based on the multiple kinds of data such as interview, official and organizational document, I have 
found that organizational field of social enterprises have been semi-structured and there are two 
types of social enterprises could be categorized: supportive one and solidaristic one. I have also 
found that each organizational type tends to emphasize on different value and norm and their 
approach to social inclusion. Theoretical implication of this study is that organizational trait 
matters for the social inclusion. Policy implication is that better regulation depends on the 
organizational type.  

研究分野： 福祉社会学
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１．研究開始当初の背景 
2000 年以降、社会政策研究領域において、
障害者、ひとり親など、何らかの意味で働き
づらさを抱えた人々への就労支援を通じた
社会的包摂に関心が集まっている。その担い
手として期待される組織が、労働統合型社会
的 企 業 （ Work Integration Social 
Enterprises:以下 WISEs と表記）と呼ばれる
事業体である。社会的企業とは、社会的目的
を財やサービスの生産を通して達成しよう
とする事業体を指し、WISEs は就労支援分野
での社会的企業の一類型である。 
WISEs は、積極的労働市場政策の整備と並
行しながら、学術的に注目されるようになっ
た。近年では生活困窮者支援の政策文書でも
「社会的企業」という用語が用いられ、就労
支援にかかわる社会政策の一部へと位置づ
けられつつある。しかし、社会的企業は概念
上の特定困難性もあり、体系的な実証的研究
は不足している。 
一般にサードセクター研究は、なぜサード
セクターが存在するのかという「存在問題」
と、どのようにサードセクターと他の組織形
態（政府組織、営利組織）と行動パターンが
異なるのかという「組織行動問題」に区分さ
れるが、WISEs については、なぜ・どのよう
に日本で WISEs という組織形態が形成され
たか（存在問題）、WISEs は社会的包摂につ
いて他の組織形態と比べて有効な役割を担
えるのか（組織行動問題）といった、基本的
主題に関しても十分な研究はなされていな
い。両者の課題に答えることはサードセクタ
ー研究の進展させることにつながり、また、
WISEs にかかわる立法化が検討される現代
日本においては政策上でも、喫緊の課題と言
える 
 
２．研究の目的 
本研究では、障害者就労分野の WISEs を

中心的な対象としながら、①組織形態の成立
と②組織行動に関するデータを収集し、
WISEs が現代の社会政策で果たす役割を明
らかにする。分析上の補助線となるのが、
WISEs に関する支援型／連帯型という分類
である。支援型とは就労困難な組織構成員と
就労困難でない組織構成員が非対称的な関
係にあることを前提に、綿密な支援を通じて
社会的障壁を減らすことを通じて、社会的包
摂を目指す類型である。「連帯型」とは意思
決定・資源配分・生産活動の参与に関して、
就労困難な組織構成員と就労困難でない組
織構成員の対等性と参加によって社会的包
摂を目指す類型である。両者は、別の類型の
WISEs や一般企業と自らの組織を差別化し、
組織アイデンティティを構築しながら、社会
的包摂を目指している。 
まず、①組織形態の成立問題については、

組織アイデンティティに正統性を付与する
条例の形成と条例制定による活動への影響
に注目する。2000 年代を中心に WISEs の働

きかけによっていくつかの地域では、WISEs
を支援する条例が成立したが、これらの条例
は WISEs の組織アイデンティティに正統性
を付与したと考えられる。本研究では、連帯
型の WISEs を支援する条例を制定した自治
体に注目し、政策形成場面での組織アイデン
ティティの形成、および実施場面で支援を受
ける事業体の一般企業や福祉施設および他
のWISEsとの差異化の様態を明らかにする。 
一方で、②組織行動問題に関しては、連帯型
／支援型は異なる社会的包摂の構想を保持
しているから、それぞれ達成と限界について
検討することが求められる。同時に、就労支
援は継続的なかかわりが必要とされるため、
持続可能な形で社会的包摂の取り組みがな
されているのかも重要な問題となる。そのた
め、①社会的包摂の達成と②活動の持続可能
性の両側面を明らかにする。 
以上から、本研究の主題は以下のように区分
される。 
 
（課題１：存在問題）WISEs は政策担当者と
実践者によっていかに意味づけされ、その影
響の下で WISEs はいかに自己の組織アイデ
ンティティを規定するようになったのか。 
（課題２：組織行動問題）支援型／連帯型の
WISEs において組織内部の制度との関連の
もとで①いかなる社会的包摂の効果を示し
ているのか。また、②持続可能な運営は可能
なのか。 
 
３．研究の方法 
本研究では、実証研究の前提の理論的枠組
みとして、欧州の社会的企業論とアメリカの
新制度派社会学の接続可能性を検討した上
で、インタビュー、文書調査、文書データを
もとにした記述的計量分析などの実証研究
を行った。課題①（存在問題）に関しては、
WISEs 関連の社会政策の議事録の分析、社会
的企業の業界の成立、社会的企業を意識した
法制度である生活困窮者自立支援法と民間
団体による法案である、社会的事業所促進法
案大綱からやヒアリングから、支援型／連帯
型の WISEs の特徴を示した。課題②（組織
行動問題）については支援型／連帯型の代表
的な事例（支援型：ユニバーサル就労ネット
ワークと連帯型：共同連）を中心的対象にし
て、社会的包摂効果については一般雇用の達
成程度やその要因分析、および就労開始前後
での主観的満足度や社会関係の変化をヒア
リングおよび団体資料に基づいて分析した。
持続可能性については、これは、それぞれの
非就労困難者と管理者を対象にしたヒアリ
ングおよびアンケートによって、得られたデ
ータに基づく。 
 
４．研究成果 
 本研究で明らかにされたことは、課題①に
ついては、WISEs の業界がある程度制度化さ
れており、半構造化とも呼べる状態にあるこ



とである。加えて、当初の想定通り、ヒアリ
ングや文書資料の検討から、就労困難者の仕
事への包摂については、支援型／連帯型の区
別ができることを示した。さらに、支援型／
連帯型によって、重視する価値や規範や問題
のとらえ方が異なり、両者は市場の論理を重
視しつつも、支援型は専門職の論理でそれを
緩和させようとし、連帯型は民主主義の論理
でそれを緩和させようとしていることを示
した。 
課題②については、支援型は専門職側の職

員と市場での競争を重視する職員での対立
のなかで就労困難者の立ち位置が決まる可
能性があり、連帯型では民主主義の重視のた
めに必ずしも事業全体の生産性が高まらな
い可能性があることを示した。これは学術的
には、就労困難者を仕事へと包摂することに
関して当人の能力や意思だけではなく、組織
的要素が重要な役割を果たすことを含意し
ている。政策的含意として、また、政策的に
も両者の型のどちらを対象とするかによっ
て求められる規制政策が異なることを含意
している。具体的には支援型で逸脱行為を防
ぐためには、専門職配置が重要になり、連帯
型の場合は実質的な民主主義的運営がなさ
れているかの監督が必要になる。また、生活
に足るだけの収入を得られないことも知見
として得ており、所得保障も併せて必要とさ
れると考えられる。 
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